
   
    山賀勝彦会長 
 

 いよいよ11月、今朝は今年の秋以降一番寒

い朝だったようです。季節も晩秋から初冬へ

と移りつつあるようで、日本列島の紅葉前線

も徐々に南下しているようです。錦町の新宮

寺の大イチョウも随分色づいてきました。 

 10月30日は米山記念奨学委員会の家庭集会

が開催されました。米山奨学生の世話クラブ

事業も４ケ月が経過し、チェン君も人吉ロー

タリークラブに随分馴染んだ様に感じます。

家庭集会では、片岡委員長より現在までの経

過と、チェン君の指導教授である崇城大学・

西村教授の人吉ＲＣへの卓話の招聘計画など

や、伊久美パスト会長が『米山記念奨学会』

の本部理事に就任された事に対する我がクラ

ブの支援体制についての討議ほか、幅広い話

し合いが40分に亘り熱く行われ盛り上がりま

した。 

 改めまして、伊久美米山記念奨学会本部理

事のご就任をお祝い申し上げ、今後の益々の

ご活躍を祈念いたします。 

 その後は、伊久美本部理事就任祝いと片岡

カウンセラーの慰労を兼ねた懇親会が行わ

れ、楽しい家庭集会でした。 
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第 17 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 会報編集 馴田信治委員 

 さて、先週の例会におきまして、次々年度の

会長の指名の申し出をお願いしておりました。 

 本日まで一件の推薦がございました。この推

薦をもふまえて、今後は人吉ロータリークラブ

の慣例に基づいて指名委員会を立ち上げ、審議

していただきまして、指名をお願いする事にな

りますので、皆様方のご了承を戴きたいと思い

ますので、宜しくお願い致します。 

 異議がなければ拍手をもってご承認をお願い

します。 －拍手で承認－ 

 ありがとうございました。 

 最後に、当クラブ会員の肥後銀行人吉支店長

の石原弘章氏が、１１月１日付の辞令により、

熊本市水前寺支店へご栄転になりました。本日

は、すでに熊本市へ引き継ぎのために例会は欠

席です。退会の挨拶状を浅野幹事より披露して

いただきます。 

 本日はプログラムの都合によりまして、会長

の時間はこれで終了させて頂きます。 

 
 
    浅野 強 幹事 
 

【第６回理事会の承認事項】  

１号議案 会員推薦書受領の件        

２号議案 石原会員退会の件 

３号議案 ビジター費 値上げの件 

     現状1500円を2000円へ  

４号議案 新年会時のオークション日程変更の 

     件 －忘年会時に実施する。 

     例年忘年会は会員のみであるが、 

     今年度は夫人の出席もお願いする。 

【連絡事項】 

１．ローターアクト第28回年次大会のお礼 

  [安達ローターアクト委員長へ]  

２．人吉市社会福祉協議会より第３回歳末たす 

  けあい演芸会実行委員会開催案内 

  [本田社会奉仕委員長へ]   

３. ポリオ募金の経過報告   

１１月ロータリー財団月間 

 

点 鐘           山賀勝彦会長 
 
歌 唱      ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  鳥井正徳委員長 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「我等の生業」 
 
司会・進行   安達玄一ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
来訪者紹介    山賀勝彦会長 
 
      人吉税務署 署長   原 文彦  様 

       〃   総務課長 加藤映一郎 様    



  10月迄の募金金額4,080円、ポリオワクチン  

  2,040本分の募金となります。協力有難うご 

  ざいます。11月も宜しくお願いします。 

【例会の変更及び取り止め】[掲示板]  

 八代東ＲＣ、熊本西南ＲＣ、熊本北ＲＣ 

 宇土ＲＣ、熊本城東ＲＣ   

 

～退会のご挨拶～ 

            肥後銀行人吉支店長 

               石原弘章会員 

 平成24年11月１日発令の人事異動で水前寺支

店勤務を拝命し、残念ながら人吉の地を去るこ

とになりました。平成22年７月から２年４ヵ月

の間、伝統ある人吉ロータリークラブに在籍さ

せていただきありがとうございました。出席率

も低く、出来の悪い会員だったことを深くお詫

び申し上げます。 

 人吉ロータリークラブの会員の皆様の“奉仕

の精神”に対する志の高さをいつも感服してお

りました。今後もロータリーの精神を忘れるこ

となく、自分の身の丈に合った奉仕活動を実行

していきたいと思います。 

 最後になりますが、人吉ロータリークラブの

益々の発展と会員の皆様の御健勝を祈念致しま

して、簡単ではありますが、私の御礼の言葉と

させていただきます。 

 
 
    村山能史委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】  安達玄一委員長 

 ローターアクトより御案内です。 

 11月の第１例会は７日(水）午後７時30分より

ひまわり亭にて行ないます。例会内容は、｢いき

なり団子作り例会」です。会費600円（食事

付）、エプロンと三角巾を持って来て下さい。

汚れてもいい服装でお願いします。第２例会は

11月21日(水)、チェン君との交流会を予定して

おります。 

【親睦委員会】        漆野智康委員長 

 

【プログラム委員会】  

 

      外 部 卓 話 

 

＜講師紹介＞         延岡研一会員  

 

      講師 人吉税務署 

       署長 原 文彦
はら ふみひこ

 様 

 

出身地 山梨県 

経歴 

昭和49.4 東京国税局総務部総務課 

平成13.7 東京国税局課税第一部 

        個人課税課補佐 

  14.7 東京国税局課税第一部 

        資料調査第一課総括主査 

  15.7 東京国税局板橋税務署 

        派遣納税者支援調整官   

  16.7 江戸川南税務署総務課長 

  17.7 神田税務署副署長 

  19.7 京橋税務署特別調査官 

         （調査企画担当) 

本日の出席率 

会  員  数   66名   80.95% 

出 席 免 除 3名 10/19例会出席率  82.81％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 8名 

出 席 者 数 51名 修 正 出 席 率 95.31％ 

＊届け出欠席  

 岩井・中村・片岡忠・堤正・尾方・岩本泰・北・渡辺 

 有馬・鳥越・山田・尾上 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

宇城ＲＣ例会；中川 2720地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ年次大会：安達   

多良木ＲＣ例会；中島･片岡啓 八代ＲＡＣ例会；安達   

人吉中央ＲＣ例会；片岡啓･中島 宮崎南ＲＣ例会；中川 

１１月の誕生祝い１１月の誕生祝い

１１月の結婚祝い１１月の結婚祝い  

  

  

  

  

  

  

  

    ≪１１月ゴルフ案内≫ 

      チェリーゴルフ人吉コース 



  20.7 税務大学校総合教育部教授 

  23.7 麹町税務署特別調査官 

          (調査企画担当） 

  24.7 人吉税務署長 

趣味  スポーツ観戦 

    スポーツ全般についての観戦 

       (球技、陸上等なんでも好き） 

   千葉県柏市の自宅がサッカーJ１｢柏レイ 

   ソル｣のスタジアムに近いこともあり、 

   妻と観戦することが楽しみとのこと。 

家族 千葉県柏市に、妻、子供３人、猫２匹を 

   残し単身赴任中。 

モットー 仕事に惚れ、地域に惚れ、妻に惚れ 

 

   

        税の役割と税務署の仕事 

 

        

  皆さん、こんにちは。 

 国税庁では、日頃から国民

の皆様に租税の意義、役割や

税務行政の現状について、よ

り深く理解してもらい、自発

的かつ適正に納税義務を履行

していただくために納税道義の高揚に努めてい

ますが、毎年11月11日から11月17日までの一週

間を｢税を考える週間」とし、特に、この期間

を中心に様々な広報施策を実施しています。 

 今年の「税を考える週間」のテーマは、「税

の役割と税務署の仕事」といたしまして、国民

の皆様に適正・公平な課税及び徴収の実現に向

けた国税庁の取組をご紹介するとともに、税務

行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく

ための機会を設けています。 

 

【財政の現状】 

 平成24年度当初予算の歳入は90兆3,339億円

であり、そのうち約47％は所得税、消費税、法

人税などの「租税及び印紙収入」で賄われてい

ます。 

 その他の49％は、将来世代の負担となる国の

借金「公債金収入」に依存しています。 

 次に、国の歳出では、約24％が国の借金であ

る国債の元利払いに充てられる費用「国債費」

となっています。その国債費を歳出から除いた

ものを「基礎的財政収支対象経費」といい、当

初予算で68兆3,897億円計上されています。 

 その中には、教育などにかかわる「文教及び

科学振興費」のほか、私たちが安心して生活し

ていくために必要な医療、年金、介護生活保

護、社会福祉などに使われる「社会保障関係

費」、地方公共団体の財政力の違いに応じ、公

共サービスに格差が生じないよう調整するため

に支出する「地方交付税交付金等」、住宅対策

や市街地、道路、上下水道などの整備などに使

われる「公共事業関係費」などが含まれていま

す。 

 全体を見てみますと歳出が税収を上回る状況

（財政赤字）が続いており、近年、経費回復や

財政健全化努力によりその差額は縮小傾向と

なっていましたが、平成20年以降、景気悪化に

伴う税収の減少等により再び拡大しています。 

 平成21年度以降は、公債金収入が税収を上回

る状況が続いています。 

 

【社会資本整備と公共サービスの費用】 

 私たちの生活に欠かせない、道路、上下水

道、公園などの公共施設、いわゆる「社会資

本」や警察、消防、教育、社会保険などの充実

した「公共サービス」を利用する際に利用料が

かからないのは、利用の有無に関わらず、

「税」という形で私たちが負担し合っているか

らです。 

 一方、特定の人がたまに出す粗大ゴミの収集

や、目的地に早く到着するための高速道路の利

用など、一般のゴミの収集や一般道路の利用と

いった通常の公共サービスと異なる場合は、そ

のサービスに応じて、利用する人が料金として

費用を負担する必要があります。 

 これからの日本社会と税を考えてみると、少

子高齢化社会の進行に伴い、例えば高齢者が増

えることによる社会保障関係費が増える一方

で、その費用である社会保険料を負担する働き

手が減り、国税等による負担が増えるかもしれ

ません。 

 このように、今後、豊かで安心して暮らせる

未来のために、租税負担と給付の関係について

私たち一人一人が考えることが必要となってき

ます。 

 

【税収の推移】 

 税収は、景気の動向や税制改正といったもの

の影響により変動します。 

 所得税や法人税の税収は景気動向に左右され

やすい一方、消費税の税収は10兆円前後で推移

しており、比較的安定しています。 

 所得税は、これまで行われてきた度重なる税

率構造の累進性の緩和や各種控除の拡充などに

より、個人所得課税の負担は大きく軽減されて

きています。昭和61年当時70％だった最高税率

が、現在は40％となっています。 

 法人の基本税率は、グローバル化に対応する

とともに国際競争力を強化する観点から、税率

を引き下げてきました。一方、法人税収につい

ては景気の動向により大きく変動しています

が、近年の企業収益回復時も税率の下げやそれ



以外の企業減税により、税収自体は大幅に回復

しませんでした。また、平成20年以降は、リー

マンショック後の景気の低迷により、税収は大

きく落ち込んでいます。我が国の法人のうち、

利益を計上し法人税を納めている法人は３割程

度であり、残りの７割の法人は欠損法人になっ

ています。資本金１億円超の大会社に限ってみ

ても、利益を計上している法人は５割程度であ

り、残りの５割は欠損法人となっています。 

 

【申告納税制度を支える２つの柱：「納税環境

の整備」と「適正・公平な税務行政の推進」】 

 我が国の税金は、納税者自らが、税務署へ所

得などの申告を行うことにより税額を確定さ

せ、この確定した税額を納税者自らが納付する

申告納税制度を採用しています。この申告納税

制度が適正に機能するためには、第一に納税者

が高い納税意識を持ち、憲法・法律に定められ

た納税義務を自発的かつ適正に履行することが

必要です。 

 そのため、国税庁では、「納税者の自発的な

納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」を

使命として掲げています。その使命を達成する

ために、国税庁の任務として「内国税の適正か

つ公平な賦課及び実現」を掲げ、「納税環境の

整備」と「適正・公平な税務行政の推進」を二

つの柱として取り組んでいます。 

 まず、一つ目の柱「納税環境の整備」のた

め、特に次の３点について取り組み、納税者

サービスの充実を図っています。 

 ①申告・納税に関する法令解釈や事務手続な 

  どについて、分かりやすく的確に周知・広 

  報を行います。 

 ②納税者からの問い合わせや相談に対して、 

  迅速かつ的確に対応します。 

 ③租税の役割や税務行政について幅広い理解 

  や協力を得るため、関係省庁や国民の方々 

  から幅広い協力や参加の確保に努めます。 

 二つ目の柱、「適正・公平な税務行政の推

進」については、適正・公平な課税及び徴収を

実現するため、①関係法令の適正な適用、②申

告が適正でないと認められる納税者に対する的

確な指導や調査の実施、③期限内収納の実現に

努め、期限内に納付を行わない納税者に対する

滞納処分の執行を行います。また、納税者の正

当な権利利益の救済を図るため、不服申し立て

等に、適正・迅速に対応します。 

 このように、善良な納税者が課税の不公平感

を持つことがないよう、納税義務が適正に果た

されていないと認められる納税者に対し、的確

な指導や調査を実施することによって誤りを確

実に是正することにより、適正・公平な税務行

政を推進しています。 

 

 それでは、具体的に税務署の主な部門での仕

事の内容を紹介します。 
 
【管理運営部門の仕事】  

 税務署の管理運営部門は、国税の債権管理及

び還付手続、申告書の入力などの内部事務のほ

か、提出書類の収受、各種用紙の交付、納税証

明書の発行、国税の領収などの窓口関係事務

や、収納・物納に関する事務等を担当していま

す。 

 また、税務署では窓口関係事務について、納

税者の利便性向上のため、受付窓口の一本化を

行っており、それを担当しているのが管理運営

部門となります。例えば、納税証明書の請求、

申告書及び申請書等の各種書類の提出、税に関

する一般的な相談について、管理運営部門で行

うことができます。 

 

【個人課税部門の仕事】 

 個人課税部門は、個人事業者の所得税や消費

税について、申告書の相談・指導・調査等を

行っています。また、個人事業者向けの各種説

明会や青色申告のための記帳指導・研修等も

行っています。 

 なお、毎年２月16日から３月15日までの所得

税の確定申告の期間には、数多くの納税者が確

定申告を行っており、平成23年分の所得税の確

定申告者数は、全国で約2,185万人に上りまし

た。 

 

【法人課税部門の仕事】 

 法人課税部門は、株式会社等の企業の法人税

や消費税、源泉所得税や印紙税等について申告

等の相談・指導・調査を行います。また、税務

署によっては、経済取引の国際化・高度情報化

の進展に対応するため、国際税務専門官や情報

技術専門官が配置され、調査等を広域に行って

います。 

 企業から申告書が提出されると、まず内部で

申告内容の審査を行い、その後必要であれば税

務調査で企業を訪問します。それから、帳簿書

類等を基に会計処理や税法適用の適否を検討し

ます。申告内容に誤りがあれば、正しい申告を

指導し、更生処分等を行っています。 

  

【徴収部門の仕事】 

 納税義務が成立し、申告、更生、決定等の一

定の手続により納付すべき税額の確定した国税

が、その期限までに納付されないときは督促を

行い、なお納付がされない場合に滞納整理を行

うのが、徴収部門です。 

 滞納整理に当たっては、まずは自主的な納付

を促し、一括納付が困難な事情がある場合は、



事業内容や財産の状況等の実情を十分に伺った

上で、法令に基づき納税緩和制度の適用等を

行っています。 

 一方、自主的な納付を促しても納付の意思を

示さないような場合には、他の納税者との公平

性を確保するため、捜索等による財産調査、財

産の差押え及び公売等の一連の滞納処分を行い

ます。 

 

【税務行政の運営の考え方:国税通則法の改正】 

 平成23年度税制改正では、「経済社会の構造

の変化に対応した税制の構築を図るための所得

税法等の一部を改正する法律」により、納税環

境整備に関する国税通則法の改正が行われまし

た。 

１ 税務調査手続 

  税務調査における事前通知や調査の終了の 

 際の手続などは、これまで、通達等に基づき 

 実施していたところですが、調査手続の透明 

 性及び納税者の予見可能性を高める、納税者 

 に対する説明責任を強化する、などの観点か 

 ら、①事前通知、②更生決定等をすべきと認 

 められない場合における書面による通知、③ 

 調査結果の説明、④修正申告又は期限後申告 

 の勧奨、⑤再調査、⑥納税者等から提出され 

 た物件の留置きについて法律上明確化されま 

 した。 

２ 更生の請求 

  既に行った申告に誤りがあり、税額が多す 

 ぎた場合や還付金額が少なすぎた場合に、税 

 額の減額や還付金額の増額を求める「更生の 

 請求」については、納税者の救済と課税の適 

 正化とのバランス、制度の簡素化を図る観点 

 から、更生の請求ができる期間が、原則とし 

 て法定申告期限から１年間から５年間に延長 

 されました。併せて、課税庁が増額更生でき 

 る期間（現行３年のもの）も５年間に延長さ 

 れています。 

３ 理由附記 

  国税に関する処分の理由附記について、こ 

 れまで、所得税法等の個別法により理由附記 

 を行うこととされていた処分を除き、原則と 

 して行うこととされていませんでしたが、処 

 分の適正化と納税者の予見可能性確保の観点 

 から、全ての処分について、理由附記を実施 

 することとされました。 

  更生の請求期間の延長に関しては、平成23 

 年12月２日の法律の公布とともに施行され 

 ています。また、税務調査手続及び理由附記 

 に関しては、平成25年１月１日に施行される 

 こととなっており、国税庁としては、改正法 

 の趣旨等を踏まえ、適正かつ円滑に執行でき 

 るよう取り組んでいくこととしています。 

【調査において重点的に取り組んでいる事項：  

 大口・悪質事案に対する取組】 

 税務調査は、納税者の申告内容を帳簿などで

確認し、申告内容に誤りがあれば是正を求める

ものです。国税庁は、適正かつ公平な課税を実

現するため、様々な角度から情報の分析を行

い、特に大口・悪質な納税者に対しては組織力

を最大限に生かし、日数を十分にかけるなどし

て、厳正な調査を行っています。 

 実施調査で把握した１件当たりの申告漏れ所

得金額は、平成22年事務年度においては、申告

所得税は879万円、法人税は1,007万円となって

います。 

 現在、調査において重点的に取り組んでいる

のは、①資産運用の多様化・国際化を年頭に置

いて調査の実施、②消費税の不正還付申告の防

止、③納税者の主張の正確な把握と適正な課税

処理の遂行の３点です。 

 ①の資産運用の多様化・国際化を年頭に置い

た調査の実施については、高額な所得が見込ま

れるものの申告額が少なかったり、そもそも申

告を行っていない納税者などについては、資産

を多岐にわたって運用したり、海外で資産運用

などを年頭に置いた上で調査等に取り組んでい

ます。 

 ②の消費税の不正還付申告の防止について

は、消費税は、主要な税目の一つであり預り金

的性格を有するため、国民の関心が極めて高

く、一層の適正な執行が求められています。特

に、消費税について虚偽の申告により不正に還

付金を得ようとするケースも見受けられるた

め、還付の原因となる事実関係について十分な

審査を行うとともに、還付原因が不明な場合に

は、調査等を実施し、不正還付防止に努めてい

ます。 

 ③の納税者の主張の正確な把握と適正な課税

処理の遂行については、税務行政に対する信頼

を確保するために、あらゆる事案において、常

に、納税者の主張を正確に把握し、的確な事実

認定に基づいて十分に法令面の検討を行った上

で、適正な課税処理を行うよう努めています。

その際、確実に法令要件が満たされているかな

どを確認するための手続・手順の遵守を徹底し

ています。 

 

【終わりに】 

以上、「税の役割と税務署の仕事」と題しまし

て、税の役割やその使途、適正・公平な課税と

徴収の実現に向けた庁局署の取組みや国税庁の

諸施策について紹介させていただきました。 

 なお、国税庁のホームページに、「税の役割

と税務署の仕事」のコーナーを開設しておりま

すので、今回紹介した内容について、更に詳し



くお知りになりたい場合は、そちらも併せてご

覧下さい。また、国税庁では、税務行政に対す

る、ご意見、ご要望をお待ちしていますので、

国税庁ホームページ又は最寄りの税務署にお寄

せ下さい。 

 人吉ロータリークラブの会員の皆様方には、

税務行政の良き理解者として今後もご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 本日は、貴重なお時間をお借りしましてあり

がとうございました。 

 

【ニコニコ箱委員会】  齊藤日早子副委員長 

・山賀会長 人吉税務署原署長様、本日はご多 

 忙の中貴重な卓話をいただき、誠にありがと 

 うございました。          

・伊久美会員 原税務署長様、加藤総務課長様 

 の御来訪のうえ、卓話をいただきましてあり 

 がとうございました。        

・有村会員 人吉税務署長原様と加藤様の御来 

 訪を歓迎してニコニコします。    

・延岡会員 原署長、本日はお忙しい中での卓 

 話ありがとうございました。とても興味深く 

 拝聴させていただきました。加藤課長、カメ 

 ラマンお疲れ様でした。       

・渕田会員 ２週間お休みをして申し訳ありま 

 せんでした。さて、明日12時よりカルチャー 

 パレスでマーチングフェスティバルが開催さ 

 れ、山江保育園も出場致します。当日券も 

 900円ですのでぜひお越しください。  

・岩本光義会員 誕生祝をいただき有難うござ 

 いました。             

・山口会員 今年で結婚50年を迎えることが出 

 来ました。よくもてたものと思います。 

                   

・釜田会員 結婚お祝い、有難うございまし 

 た。                

・浦田会員 結婚祝を頂きました。   

・片岡会員 結婚45周年、誕生71周年、ずいぶ 

 ん経ちました。お祝いありがとうございま 

 す。                

・堤脩会員 結婚記念のお祝いを有難うござい 

 ました。              

・塚本会員 結婚祝いただき有難うございま 

 す。明日3日が記念日です。永尾会員の誕生 

 日と同じと知り複雑な気分です。  1,000 

・齊藤会員 結婚お祝いありがとうございま 

 す。主人が亡くなり７年になりますが、お祝 

 いを頂くことはうれしい事です。ありがとう 

 ございました。今日はたくさんのニコニコあ 

 りがとうございました。       

・中川会員 早退します。       

・宮山会員 早退します。       

 

【Ｒ財団委員会】      和田栄司委員長 

・山口会員 今日で結婚50年を迎えることが出 

 来ました。よくここまでもてたものと思って 

 おります。              

      点 鐘  山賀勝彦会長 

 

 

 

今後の１１月例会予定 
 
1１月  9日(金) Ｒ友紹介. 

      赤山ガバナーノミニー 

      岡本次年度地区幹事 来訪予定 

1１月16日(金) 外部卓話  

        ㈱バイオコーポレーション 

       代表取締役社長  小笠原 賢治様 

1１月23日(金) 例会取止め             

1１月30日(金) 職業奉仕委員会 内部卓話 

      渕田秀雄会員（山江保育園）  

 

届け出欠席のご連絡は 当日10時30分まで

にお願いします。 

 

１１月行事予定      
     
 ３日(土) 第5回人吉オープンゴルフ大会 
     チェリーゴルフ人吉コース 
 
７日(水）人吉RAC「いきなり団子 例会」  

     ひまわり亭19:30～  
 
10日(土) 2720地区 

    地区部門長･ガバナー補佐研修セミナー   

           ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ熊本13:15～16:45  
 
11日(日) ゴルフ愛好会 月例ゴルフ 

           チェリーゴルフ人吉コース10:０６ｽﾀｰﾄ 
 
13日(火) 米山奨学生チェン君卓話派遣 
        水俣RC  
 
17日(土) 2720地区 米山記念奨学委員会 

     意見交換会 紅蘭亭18:00～  
 
21日(水）人吉RAC例会 

    「米山奨学生チェン君交流会」予定  
 
27日(火) R情報委員会 新入会員懇談会 

         二代目18:30～ 

 

    
  
  『奉仕の理想』 
 
 草木が緑なす限り、川が流れる限り、ロータ

リーはその理想、奉仕の理想を崇拝し続けるで

しょう。 
      （デトロイト1934年RI国際大会でのメッセージ） 

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ      Ｒ情報委員会 


